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総合振興計画 （根拠）あわら市まちづくり基本条例

（概要）市政運営の基本となる市の
総合的な計画

すべての「分野」における「基
本的な考え方」を示すもの

総合戦略 （根拠）まち・ひと・しごと創生法

（概要）地方創生を目指して、人口減
少や少子高齢化対策を目的
とする計画

総合戦略との一本化について
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総合戦略の目的
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総合戦略との一本化について

統合に係る考え方について

市の魅力等を向上

地方創生を推進
特定の分野を推進するのでは
なく、市政全般の取組を推進
することで、本市の地方創生
を推進できる。

総合振興計画を推
進することで、同時
に地方創生（総合戦
略）も推進すること
につながる。



基本構想
まちづくりの基本理念を明らかにし、

これを実現するための基本的な施策の
方向性を示す最上位の計画です。

基本計画 基本構想を実現するための基
本的な施策を体系化し示した計
画です。

実施計画 基本計画で定められた諸施策
を実現するため具体的な事業計
画を定めたものです。

計画期間：10年

計画期間：5年

毎年見直し

（前期5年間、後期5年間）

総合戦略との一本化について
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総合振興計画の構成



基本構想

基本計画

実施計画

総合戦略＝
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総合振興計画と総合戦略の一本化のイメージ

「基本施策」ごとに基本的な方向性を
示す、計画期間5年間の「基本計画」
部分が「総合戦略」を兼ねるものとし
て策定する。

総合戦略との一本化について



基本構想（R8～R17）

基本理念 施策の柱
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人が育ち、活躍できる「人材創造」への挑戦
（子育て支援・教育・文化の振興/市民参画）

前期基本計画（R8～R12）

第３次計画の施策体系（案）
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人が輝き、にぎわいを生み出す「活力創造」への挑戦
（産業の振興）

人と地域で支え合う「安心創造」への挑戦
（防災・防犯・保健福祉・社会保障の充実）

人と自然にやさしい「環境創造」への挑戦
（自然環境の保全・再生/生活基盤の整備）

各挑戦を支える「健全・適正な行財政運営」

基本施策

（

施
策
）

24

総合戦略との一本化について
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人口目標の設定について

現行計画の人口目標
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人口目標の設定について

人口目標の設定方法

自然増減

社会増減

一人の女性が生涯で産む子
どもの平均数を示す指標

合計特殊出生率

ある地域における転入者数
の差を、その地域の人口で
割った数値

純移動率



8

人口目標の設定について

合計特殊出生率

1998年(H10)～

2002年(H14)

2003年(H15)～

2007年(H19)

2008年(H20)～

2012年(H24)

2013年(H25)～

2017年(H29)

2018年(H30)～

2022年(R4)

あわら市 1.50 1.38 1.42 1.39 1.39

福井県 1.60 1.53 1.62 1.61 1.55

全国 1.36 1.31 1.38 1.43 1.33
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人口目標の設定について

現行計画の合計特殊出生率の目標設定
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人口目標の設定について

純移動率
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人口目標の設定について

■女性
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まち・ひと・しごと創生推進会議

まち・ひと・しごと創生推進会議

（協議事項）
・総合戦略の策定および改定
・総合戦略の評価・検証

①総合振興計画の計画（案）に
対して意見照会

②人口目標の設定についての
協議


